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事前協議書（市開発指導要綱による）下見用

として 1 部まちづくり戦略課へ提出 

現地・書類確認：補正後作成部数を指示 

開発行為（29 条）許可申請書作成 

事前協議に必要な部数を作成し提出 

まちづくり戦略課で受付し、各課と協議開始 

協議書を取り交わし、事前協議成立 

法 32 条同意の協議書報告書等を作成し提出 

まちづくり戦略課で受付し、法 32 条協議同意書作成 

引継に係る書類提出の時期確認（公共施設引継検査

要領による） 

まちづくり戦略課で受付し、奈良県へ副申 県で審査し、許可 

※29 条許可後 

工事着手届 まちづくり戦略課で受付し経由 受理 

引継物件中間検査申請を管理担当課に提出 管理担当課で受付し、検査をする 

（結果は書類にて関係課へ通知） 

工事完了届 まちづくり戦略課で受付し経由 受理 

※施工通り分筆し、引継する部分は抵当権を抹消する。 

※公共施設引継検査要領に記載の書類を整える。 

市引継検査申請をまちづくり戦略課に提出 まちづくり戦略課が受理 担当課と調整し検査日決定 

引継検査実施 ①または②となる 

① 検査合格の場合 

県 開発完了検査申請                                            検査日決定し、開発者に連絡 

検査日を市に報告                 検査日の報告を受ける 

② 手直し等ある場合 

手直し工事等を行い、完了後手直し検査依頼を      手直し検査願いにより検査をする 

管理担当課へ提出 

再検査合格ならば①の手続きをする 

※市の引継検査合格を県に報告                開発完了検査実施 

市引継検査合格証発行 

検査合格 

確定丈量図等を市を経由して県に提出 まちづくり戦略課で受付して経由 

開発完了検査済証発行 

公共施設検査済証発行 

受納書受理 

市への所有権移転登記完了後、

引継完了の受納書送付 開発完了公告 


